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会 議 録 

会議の名称 
令和元年度 第２回和泉市外部評価委員会 

（和泉躍進プラン（案）後継計画策定に係る事業見直しに関する外部評価委員会） 

開催日時 令和元年８月６日（火）午後１時から午後３時まで 

開催場所 和泉市役所３号館３階 市議会委員会室 

出席者 

【委員】 

（順不同）阿部委員長、真嶋副委員長、川口委員、山下委員、吉弘委員 

【事務局】 

石川副市長、藤原副市長、森吉参与、小泉市長公室長、山崎政策企画室長、 

佐々木企画経営担当課長、奥企画経営担当総括主幹、和田企画経営担当主事 

【和泉躍進プラン（案）後継計画策定担当職員】 

菅野政策推進担当課長、西川政策推進担当総括主幹、山口政策推進担当総括主査、 

堀田企画経営担当主事、古川財政課長、門林財政課長補佐 

【事業担当課】 

（読書振興課） 

 乾生涯学習部次長、中野読書振興課長、関戸読書振興課長補佐 

（市民室） 

 池内市民室長、佐々木出張所担当課長、麻生出張所担当総括主幹 

会議の議題 

１ 開会あいさつ 

２ 評価対象事業の概要説明   

  （２）図書館管理運営事業 

（３）サービスセンター等証明書受付交付事業 

３ その他 

会議の要旨 ・評価対象事業の概要について、事業担当課から説明を受け、質疑応答を行った。 

会議録の 

作成方法 

■全文記録 

□要点記録 

記録内容の 

確認方法 

□会議の議長の確認を得ている 

■出席した委員全員の確認を得ている 

□その他（                                                ） 

その他の 

必要事項 
傍聴者３名 



 

2 

審  議  内  容  （発言者、発言内容、審議経過、結論等） 

１ 開会あいさつ 

□司会者（政策企画室 山崎室長） 

大変長らくお待たせしました。それでは、定刻となりましたので、ただいまから、第２回和泉市外

部評価委員会を開催させていただきます。 

 それでは、会議を始めます前に、本日説明する資料の確認をさせていただきたいと思います。 

 まずは、事前にファイルに綴じてお配りしております資料としまして、本日の評価対象事業にかか

る説明資料 

○図書館管理運営事業の事業シート及び添付資料 

○サービスセンター等証明書受付交付事業の事業シート及び添付資料 

でございます。 

次に、机上配布資料としまして、 

○次第 

○外部評価委員及び出席職員名簿   

でございます。資料の不足は、ございませんでしょうか？ 

 それでは、会議の進行につきましては、阿部委員長にお願いしたいと存じます。よろしくお願いい

たします。 

 

２ 評価対象事業の概要説明 

■阿部委員長 

みなさん、こんにちは。本日もどうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、前回に引き続き、事業の概要説明及び質疑応答を実施してまいりたいと思いますが、本

日は「図書館管理運営事業」と「サービスセンター等証明書受付交付事業」の２事業について、事業

担当課からご説明いただき、その後、質疑応答の時間を設けたいと思います。 

それでは、「図書館管理運営事業」の事業概要等について、説明をお願いします。 

□読書振興課 中野課長 

 読書振興課長の中野より、図書館管理運営事業につきまして、図書館管理運営事業の事業シートに

基づき、ご説明いたします。着座にて説明させていただきます。失礼いたします。 

まず、事業の目的及び背景でございますが、生涯学習の基幹施設として、市民の調査研究のための

情報収集を支援するとともに、講座・講演会等の開催や、心豊かな子どもを育てるために子どもと本

を結びつける機会を提供するものでございます。また、図書館の管理運営については、指定管理者の

ノウハウを活用し、効率的に利用者のサービス向上を図っております。 

次に事業の内容について、ご説明いたします。 

一つ目の白丸、市内図書館の一覧でございますが、本市では、図書館法に基づく図書館として和泉

図書館、シティプラザ図書館、北部及び南部リージョンセンター図書室の２館２室を設置してござい

ます。和泉図書館とシティプラザ図書館の開館時間は、平日１０時から２１時、土日祝日は９時から
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２０時となっており、北部リージョンセンター図書室は、１０時から２０時、南部リージョンセンタ

ー図書室は、１０時から１８時となっております。休館日につきましては、南部リージョンセンター

図書室以外の３館は、毎月一日だけ館内整理日として休館しておりますが、市民の利便性を考慮して

同時に休館にならないよう、休館日をずらしております。南部リージョンセンター図書室につきまし

ては、毎月一日の休館日に加え、毎週月曜日を休館日としております。  

ニつ目の白丸でございますが、図書館の管理運営につきましては、指定管理者制度を導入し、４館

を一括で指定管理しておりまして、その指定管理期間は平成２８年４月 1日から令和３年３月３１日

まででございます。 

次に、資料①各図書館の概要をご覧ください。 

まず、市内で最初に開館した和泉図書館でございますが、現在、スタッフについては館長や副館長

を含む計２４名で運営し、面積は約 1,700㎡、所蔵点数は約 25万点となっております。シティプラ

ザ図書館は、スタッフが計２７名、面積は 1,600㎡、所蔵点数は約 21万点となっており、和泉図書

館と並ぶ大型の図書館でございます。次に、北部リージョンセンター図書室は、スタッフが計１０名、

面積は約 500㎡、所蔵点数は約 4万 5千点で、南部リージョンセンター図書室は、スタッフは計３

名、面積は約 200㎡、所蔵点数は約 2万 4千点と、前述の２館に比べると小さい規模となっており

ます。 

裏面の２頁をご覧ください。和泉市立図書館のこれまでの経緯について説明させていただきます。 

まず、和泉図書館は、昭和５３年１１月に、現在の場所とは異なり、府中町四丁目の、市民体育館

や総合福祉会館など市の施設が集まった一角に開館いたしました。当初は、市内にこの図書館１館し

かございませんでしたので、市内全域をカバーするため、自動車文庫を巡回させ、地域に出向き読書

振興を図ってまいりました。当時は現在のように指定管理者制度を導入しておらず、市の直営で運営

しておりまして、図書館で勤務する職員は、司書としての専門職を採用するのではなく、一般事務職

員を配置して運営してございました。 

その後、平成 15年 4月にシティプラザ図書館を開館し、夜間開館等を実施するとともに、窓口業

務だけを民間に委託する一部窓口業務委託を行い、窓口に専門的なスタッフを配置しておりました。 

市の直営である和泉図書館は、平日は 10 時から 18 時、日曜は 17 時までの開館で、休館日は毎

週月曜日、毎月１回の館内整理日、年末年始等で、年間の開館日数は 286 日であったのに対し、一

部窓口業務委託にて運営しているシティプラザ図書館は、毎日 10 時から 20 時開館で、和泉図書館

とは異なり、週休日を設けていなかったので年間の開館日数は 340 日と、夜間開館と開館日数の増

加によるサービスの向上に努めてまいりました。  

その後、当時の和泉図書館は交通の便が悪く、利用者数においても伸び悩んでいたことや施設の老

朽化が進んでいたことを踏まえ、現在の場所である和泉府中駅前に平成 23年 3月に移転し、それを

契機に、シティプラザ図書館とともに、指定管理者制度を導入いたしました。 

指定管理者制度の導入により、和泉図書館・シティプラザ図書館とも、開館時間を平日は 21 時ま

で、土・日・祝日は、午前 9時から開館するなど開館時間を延長し、さらなるサービスの向上に努め

てまいりました。 

開館時間の延長を図るとともに、市内施設の充実を図り、平成 20 年７月に南部リージョンセンタ
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ー図書室を、平成 27年 7月に北部リージョンセンター図書室をそれぞれ開室しております。平成 28

年度からは、2館 2室で一括した指定管理者制度を導入し、現在に至っております。 

なお、自動車文庫につきましては、市内４圏域すべてに図書館が設置できたことから、北部リージ

ョンセンター図書室の開室に伴い、平成 27年度末で全ての巡回を廃止したところです。 

３頁をご覧ください。 

こちらは市内図書館２館２室の位置図でございまして、北部・北西部・中部・南部の４圏域にそれ

ぞれ１つずつ図書館を設置しております。 

続きまして、資料②をご覧ください。 

こちらは、平成 23 年度以降の過去８年間の利用状況で、有効登録者数や開館日数、入館者数等を

まとめたものでございます。このうち、太枠で囲っております「利用人数」をご覧ください。利用人

数の推移ですが、一番上の全館合計の表では、平成 27 年度に北部リージョンセンター図書室が開室

したことにより増加しておりますが、概ね減少傾向にございます。 

 続きまして、再度、事業シートをご覧ください。 

表面の下部、令和元年度の予算額ですが、3億 2,321 万 8千円で、平成３０年度の決算額は 3億

1,721万 4千円となっており、この差額の約 600万円は、毎年、小規模修繕費と北部リージョンセ

ンター図書室の光熱費にかかる精算による返納額が生じておりますことと、本年１０月からの消費税

増額によるものです。 

事業シート裏面をお願いいたします。 

見直しの検討内容でございますが、「開館時間の縮小」を検討しております。和泉図書館等の３館に

つきましては、週のうち、例えば、土日祝日などの２日程度の閉館時間を１８時とすることで、人件

費等の縮減を図るものです。現在は、２シフト制による運営をしておりますが、開館時間を短縮する

と、１シフト制にすることができ、人件費の削減が可能となります。 

なお、南部リージョンセンター図書室につきましては、現在も他の図書館より開館時間が短く、１

８時に閉館することに加え、月曜日を休館しておりますことから、開館時間の縮小はせず、現行のま

まといたします。 

次に、見直しの理由でございますが、大阪府内の図書館においては、本市と同水準の開館時間及び

日数、つまり、平日休日に関係なく１８時以降の夜間開館を実施し、毎週の休館日を設けていない自

治体は６市のみとなっております。 

参考に、資料③「大阪府内図書館開館時間・休館日一覧」をご覧ください。こちらは、大阪府内の

図書館の開館時間や休館日等の一覧でございます。裏面にもまたがっておりまして、裏面の下段に本

市の図書館がございます。網掛けをしておりますのが、本市と同水準の開館時間及び日数の図書館で

ございます。中ほどの開館時間（平日）と開館時間（土日祝）の欄をご覧いただきますと、多くの図

書館は、本市図書館より開館時間が短いことがお分かりいただけるかと思います。 

今回の見直しにおいては、これまで、指定管理者制度の導入を契機に、開館日を増やしサービスの

拡大を図ってきた経過があることから、開館日数は現状のまま保ち、サービスの低下を最小限に抑え

た見直しとするため、週２日程度の開館時間の縮小を検討しているものです。 

また、大阪府内の図書館では、土日祝日の開館時間を平日より短くしている図書館が大半であるこ
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とから、今回、時間短縮の曜日を土日祝日とする方向で検討したいと考えております。 

続きまして、資料④「各施設の曜日別時間帯別貸出人数（平成３０年度）」をご覧ください。 

こちらは施設ごとに曜日別時間帯別の平均貸出人数を表にしたものでございます。なお、平日の数

値については、祝日も含んだ数値となっております。傾向といたしましては、朝１０時から１２時ま

での利用者が多く、その後１２時から１４時にかけては、利用者が一旦減少し、１４時から１７時に

かけて再度利用者が増加したのち、徐々に利用者が減少するものになっております。 

また、太枠で囲っている箇所が、今回、開館時間の縮小を検討している時間帯でございまして、そ

の時間帯の貸出人数の合計を表の下に記載しております。例えば、和泉図書館では、土日の 18 時以

降の貸出人数が87.9人となっており、この部分が今回の見直しによって影響が出る人数になります。 

続きまして、再度、事業シートをご覧ください。見直し理由の欄の「上記以外の見直し理由」をご

覧ください。 

年々利用者が減少している中で、新たな利用者を呼込むためには、蔵書数の増加など、今よりも魅

力ある図書館づくりをする必要があると考えております。 

次に、厳しい財政状況の中、限られた予算をより効果的に活用する観点からは、開館時間を縮小す

ることで財源を生み出し、蔵書の充実や書庫スペースの確保などに充てることで、より多くの利用者

に還元できるのではないかと考えております。 

次に、指定管理者制度の導入を契機として、開館時間の拡大や開館日数増加によるサービスの充実

を図ってきましたが、利用の少ない時間帯や曜日を精査したうえで、開館時間を縮小することにより、

サービスの低下を最小限に抑えながら、効果的な運営を行い、光熱費や人件費の削減を図ることがで

きると考えております。 

なお、見直しによる効果につきましては、時間短縮によって、削減できる人件費及び光熱水費の見

込み額を試算いたしまして、人件費が年間 1,300万円、光熱水費が年間 20万円、合計年間で 1,320

万円削減できると見込んでおります。 

見直しによる影響につきましては、開館時間の削減を行えば、特定の夜間、今回の見直しでは土日

祝に利用していた資料の閲覧や自習室の利用も含む利用者が利用できなくなってしまう可能性があり

ます。 

最後に、見直しの代替策ですが、開館時間の縮小による効果額を書籍や備品の購入費用等に充てる

ことでサービスの充実を図ることが可能となります。 

 これまで説明させていただきましたが、厳しい財政状況の中で、より効率的な図書館運営を行って

いくためには、開館時間等の量的なサービスもさることながら蔵書等の質的なサービスも充実してい

くことが必要であります。開館時間の削減は、一部の利用者にご負担をおかけする可能性はあります

が、サービスの低下を最小限に抑えながら、生み出された効果をより多くの利用者に還元し、サービ

スの向上に繋げていきたいと考えております。 

説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 

■阿部委員長 

ありがとうございました。事業担当課からの説明が終わりましたので、質疑応答に移ります。本事

業につきまして、ご質問等はありませんか。 
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■川口委員 

 資料①の２ページにある、これまでの経緯を見ますと、平成 14 年度までは、和泉市には、和泉図

書館の１館しかありませんでしたが、平成 15 年から平成 27 年の間で、シティプラザ図書館など３

施設が開館しており、比較的短期間の間で、急激に図書館事業を拡大してきたことがわかります。こ

の急激な図書館事業の拡大は、何か計画に基づいて取り組んできたものなのか、お答え願います。 

□読書振興課 中野課長 

まず、シティプラザ図書館につきましては、第３次和泉市総合計画に基づいて、和泉中央駅周辺区

域内に新たな図書館機能を整備したものです。 

次に、各リージョンセンター図書室については、第３次和泉市総合計画において、市域を北西部地

域、北部地域、中部地域、南部地域の４地域に大きく区分し、これらの地域には、行政窓口機能や生

涯学習機能、地域コミュニティ拠点機能、防災機能、地域情報拠点機能等を持ったリージョンセンタ

ー機能の整備を進めるとしておりましたことから、計画に基づき整備したものでございます。 

■阿部委員長 

 地図を拝見すると、北部と北西部は、距離的にかなり近いと思われますが、あえて北部と北西部に

それぞれ図書館を設置した理由は何かあるのでしょうか。 

□事務局 

 本市では、第３次和泉市総合計画に基づき、市内を４圏域に分けてまちづくりを進める中で、拠点

施設を１圏域に１ヶ所ずつ設置してきたところです。北部と北西部が近いというご指摘ですが、まち

づくりを進める上で、そのような圏域を設定したとご理解ください。 

■阿部委員長 

 総合計画で、市内を４つの圏域に区切り、それぞれの圏域で拠点整備してきた、という理解でよろ

しいでしょうか。 

□事務局 

はい。 

■山下委員 

 資料②を見ると、どの図書館も利用人数が年々減少傾向にありますが、その要因については、どの

ように分析しているのでしょうか。また、その対策として、検討していることはあるのでしょうか。 

□読書振興課 中野課長 

要因としては、ひとつは、スマートフォンなどの普及により電子書籍等の閲覧が可能となり、簡単

に情報が収集できるようになったことが考えられます。 

もうひとつは、特にシティプラザ図書館においては、開館後１５年以上が経過し、古くなった図書

を保管する場所がないため、配架している図書は、古い図書が目立つようになってしまっております。

その結果、「いつ図書館に行っても古い図書しかない。」という印象を持たれている利用者もいらっし

ゃることから、そのような方が、利用から遠のいてしまっていることが要因ではないかと考えており

ます。また、利用者の減少に対する対応としては、指定管理者において多種多様な自主事業を取り入

れ、来館者を増やす努力を続けているところでございます。 
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■阿部委員長 

選書は基本的には指定管理者に任せているのでしょうか。また、指定管理料の中で、書籍購入費が

どのくらいの割合を占めているのか、お答えいただけますでしょうか。 

□読書振興課 中野課長 

 選書につきましては、指定管理者から市に対して、書籍の購入希望として「購入伺い」が出されま

すので、購入伺いの書籍リストを市で確認し、問題が無ければ決裁がなされ、購入に至るという流れ

でございます。 

 書籍購入費につきましては、指定管理料に含んでおり、和泉図書館とシティプラザ図書館がそれぞ

れ 1,026万円、北部リージョンセンター図書室が３７８万円、南部リージョンセンター図書室が 270

万円で、２館２室合計で約 2,700万円となっております。 

■阿部委員長 

 指定管理料の１割未満という形でしょうか。 

□読書振興課 中野課長 

 はい。 

■真嶋副委員長 

 新しい図書が少ないということが利用者減少の一因であるとご説明いただきましたが、利用者が減

少している中でも、新しい図書を配架した時には、利用者が増えているのでしょうか。それとも全体

的に利用者は減少し続けているのでしょうか。 

□読書振興課 中野課長 

 書籍につきましては、毎週のように購入しており、購入後すぐに新刊コーナーに配架します。その

結果、すぐに利用者に貸し出され、また、返却後も間を空けずに他の利用者に貸し出されるという状

況になることから、常時、配架されている図書は古いものが多くなってしまいます。 

■真嶋副委員長 

 新しい図書は貸し出されることが多いので、新しい図書を増やしていきたいということでしょうか。 

□読書振興課 中野課長 

 そのとおりです。それに加えて、書庫を増設し、古い図書を保管できる場所を増やせば、利用者が

図書を見やすい状態にすることができ、サービスの向上につながると考えております。 

■真嶋副委員長 

 開館時間については、昨今、働き方改革の必要性が叫ばれている中で、和泉市の図書館は月に１回

の休館日のみであり、他市と比較しても休館日が少ないですが、今回の見直しとして、「開館時間の縮

小」だけでなく、「休館日の設定」は検討されていないのでしょうか。休館日を設定する方が、見直し

による効果額も大きくなり、より多くの書籍を購入できるのではないでしょうか。 

□読書振興課 中野課長 

 ご指摘のとおり、週に１日、休館日を設定する方が、見直しによる効果額は大きくなりますが、利

用者への影響が大きくなると考えておりますので、開館時間を縮小することを検討しております。 

■真嶋副委員長 

 開館時間を縮小するよりも休館日を設定する方が、閉館時間が長くなるため、今まで利用されてい
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た方が利用できなくなるという影響はあると思いますが、見直しによる効果額を拡大して、多くの書

籍を購入するということに着眼する方法もあります。各館の休館日を別曜日に設定する等、利用者を

分散させ、休館日以外に利用いただけるような仕組みを作れば、休館日を設けることもでき、サービ

スを向上させることができると思います。 

■阿部委員長 

 資料④についての考え方ですが、もし休館日の設定や開館時間の縮小を実施した場合、その時間帯

に利用していた方が、利用できなくなるのではなく、別の時間や曜日に利用するという可能性もあり

ます。したがって、このデータだけを用いて、例えば、「和泉図書館において、土日祝日の開館時間を

縮小した場合に、87.9 人が利用できなくなる。」と考えるのは、一面的過ぎますので、検討の余地が

あると思います。 

■川口委員 

 図書館の利用者は、どの年齢層が多いのでしょうか。 

□読書振興課 中野課長 

６０代以上の方に一番多くご利用いただいております。 

■川口委員 

 60代の方が読まれる図書が、一番借りられていると考えてよろしいでしょうか。 

□読書振興課 中野課長 

年代別の統計が手元にないので、わかりません。 

■川口委員 

 見直しの検討内容について、土日祝日の開館時間の縮小を検討されているとのことですが、利用の

多い 60 代以上の方の利用しやすい曜日は、一般的に平日も土日祝日もあまり関係がないということ

も考えられます。現時点では、どのような方の利用が多いのか、また今後どのような方をターゲット

にしていくのかが、利用者の増減に大きく関わる重要なポイントですので、一度ご検討いただければ

と思います。 

■山下委員 

 近年、本離れが叫ばれていますが、そのような状況にあって、この度、検討されている「土・日・

祝日の開館時間の縮小」を実施したとしても、資料③を見ると、和泉市の図書館は、府内でも高水準

の開館時間にあることは変わらないと思いますが、それを維持していく必要性について、担当課とし

て、どのように考えているのかお伺いします。 

□読書振興課 中野課長 

 これまで窓口業務の一部委託や、指定管理者制度の導入を行うことで、開館時間の延長や開館日数

の増加を可能とし、サービス拡大を目指してきたことで、他市以上に図書館機能が充実しており、市

民の皆さんに喜んでいただけているものと思っております。図書館は、市民の生涯学習の拠点として、

唯一、無償で誰もが気軽に利用できる施設であり、今回の見直しで少々の開館時間の減少はあるもの

の、今後も維持していく必要があると考えております。 

■阿部委員長 

 一週間に一回休館日を設けるというのは、ハードルが高いのでしょうか。 
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□読書振興課 中野課長 

 これまで、開館時間の延長や、休館日を無くすなどのサービスの拡充を図ってきた経過がある中で、

休館日を設定するよりも、多少開館時間を短くしてでも、毎日開館をする方が、サービスの低下を最

小限に抑えることが出来ると考え、開館時間の縮小を選択したものです。 

■吉弘委員 

 現状、２シフト制の勤務体制で、１日あたりの開館時間は半日程度となっていますが、和泉図書館

やシティプラザ図書館において、何名のスタッフが配置され、勤務時間は何時間なのか教えていただ

けますでしょうか。 

□読書振興課 中野課長 

 指定管理者の勤務時間については、１日あたり８.５時間で、うち１時間休憩となっております。勤

務日数については、１月あたり 22日、有給休暇２日程度となっております。 

 勤務体制については、その日の利用者数や、行事の開催状況によって、勤務人数は変動しますが、

和泉図書館では、平均で早番が 8.7 人、遅番が 7.3 人で、シティプラザ図書館では、平均で早番が

9.4人、遅番が 8人となっております。 

 また、早番と遅番が重複して勤務する時間は、午後 0時 45分～午後 5時 30分までの 4時間 45

分となりますが、そのうち、早番遅番の各休憩時間が１時間ずつありますので、実質の重複時間は、

2時間 45分となります。 

■吉弘委員 

 早番と遅番で、平均７人から９人程度勤務されているとのことですが、土日祝日が１シフト制にな

るということは、土日祝日は７人から９人だけで図書館を運営することになります。 

開館時間を縮小した後の図書館運営についてですが、多くの利用者が訪れる時間帯や、スタッフが

休憩をとる時間帯においては、平日は２シフトが重複した多めの人数で対応するが、利用者が多い土

日祝日については、１シフトの人数だけでの対応となってしまい、混乱が生じる可能性もあるのでは

ないかと思います。この点について、指定管理者と今後どのように調整される予定ですか。 

□読書振興課 中野課長 

 確かに、土日祝日においては、利用者数が多くなっていますが、窓口業務だけを行う場合が多く、

平日においては、２シフトが重複する時間帯に窓口業務だけでなく、裏方の業務を行っておりますの

で、一概に窓口の混雑度だけでは判断できない部分もあります。 

土日祝日に行事を開催する場合は増員する可能性はありますが、裏方業務がないことから、１シフ

トの人数でも対応可能と考えております。 

■吉弘委員 

 スタッフの配置人数については、指定管理者との取り決めで変更できないものなのか、ある程度指

定管理者の判断で変更が可能なものなのか、どちらでしょうか。 

□読書振興課 中野課長 

 市から指定管理者を公募する際は、「館長・副館長を除き、何名から何名を配置する」と言う形で仕

様書に明記しておりますので、その範囲内で指定管理者の判断で決めることが出来ます。 
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■吉弘委員 

 業務内容を踏まえた効率的なスタッフの配置について、指定管理者との調整を行う余地はあるとい

うことでしょうか。 

□読書振興課 中野課長 

先日、指定管理者と人員削減の可能性について調整したところ、様々な業務において、専用の機械

を導入し、自動化をした場合は、人員が削減できる可能性があるとのことです。例えば、現在カウン

ターで行っている予約図書の貸出しを、自動化することができれば、窓口の人員を削減することが出

来ます。また、予約や督促の電話について、自動音声システムを導入した場合も、人員削減が可能に

なります。ただし、そのようなシステムの導入には費用が発生しますので、今後研究する必要があり

ます。 

■吉弘委員 

 先ほどから、図書の古さや、図書館のサービスについて議論がなされていますが、私個人としては、

図書館の空間としての重要性もあると考えております。インターネットが普及したとはいえ、本とし

てまとまった形で情報に触れるということは、市民にとって、非常に重要であると思います。先ほど

私から人員配置について触れさせていただきましたが、一方で、図書館を支えるのは、本だけでなく、

専門的な技術に基づく司書業務もその一つであると思っております。司書が調べものを手伝うなどの

レファレンスサービスは拡充しつつ、効率的な人員配置等を検討いただければと思います。 

■山下委員 

資料④の右側にあるグラフを見ると、特に土曜日の 18 時以降の貸出人数は、平日の同時間帯より

も多い状況にあることが分かりますが、現在、検討されている「土・日・祝日の開館時間の縮小」は、

市民の利用状況を踏まえた、適正な見直し方法であると言えるのでしょうか。 

□読書振興課 中野課長 

 週２日程度の開館時間の縮小が、利用者への図書館サービスの低下を最小限に抑えつつ、効果額を

生み出せる手法だと考えております。 

 なお、土日祝日の開館時間を縮小することとした理由ですが、縮小する曜日を各図書館でバラバラ

に設定しますと、利用者の混乱を招きます。他市でも、平日の開館時間が長く、土日祝日は短い傾向

にあります。また、平日は、仕事帰りの利用者が多く、他の時間に利用することができないと考える

ため、土日祝日の方が、平日よりも 18 時以降の利用者数が多いものの、土日祝日を選択したもので

す。 

■阿部委員長 

 昨今では、土日祝日が休みではなく、平日が休日になる方も多くおられます。平日に休館日を設け

る方が良いという利用者が多い可能性もありますので、精査する必要があるかと思います。 

■真嶋副委員長 

 貸出人数ではなく、その場で図書を閲覧するだけの方も含めた利用者数の曜日別・時間帯別の実績

データはありますでしょうか。また、図書館には、図書の貸出しだけでなく、様々な目的で訪れる方

がいらっしゃいます。図書館には、様々な機能があるため、貸出しだけでなく、どのような機能に、

どれくらいの市民ニーズがあるのか、しっかりとした分析することが必要だと思います。その分析に
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基づいて、今回の見直しによる効果額も活用する方法を検討する必要があると考えますが、いかがで

しょうか。この場でわからなければ、今後ご検討いただきたいと思います。 

□読書振興課 中野課長 

 時間帯別や曜日別の入館者数の統計は取れておりません。また、目的別での入館者数も把握できて

おりません。 

■阿部委員長 

 資料②を見ると、貸出人数と入館者数には、差が有るので、本を借りずに閲覧だけする方も一定の

人数はいらっしゃるということでしょうか。 

□読書振興課 中野課長 

 はい。 

■阿部委員長 

 利用者が図書館に訪れるのは、ただ図書を借りるということだけではなく、多様な目的があると思

います。様々な利用目的がある中で、どのようにスタッフを配置し、図書館を運営するのかというこ

とについては、もっと工夫の余地があるかもしれませんので、指定管理者と調整いただければと思い

ます。 

■吉弘委員 

 和泉市には４箇所の図書館がありますが、スタッフ配置について、例えば、今週は和泉図書館で勤

務していたスタッフが、次週はシティプラザ図書館で勤務するというような、流動性はあるのでしょ

うか。それとも固定なのでしょうか。 

□読書振興課 中野課長 

 現在は固定となっております。ただ、シティプラザ図書館については、南部リージョンセンター図

書室において人員が不足等した場合は、スタッフが移動し対応しております。 

■吉弘委員 

 空間的に近い図書館同士であれば、忙しい時間帯にスタッフを移動させるなど、柔軟なスタッフ配

置について検討の余地はあるのでしょうか。 

□読書振興課 中野課長 

 それぞれの図書館が、スタッフについてはギリギリの人数配置で運営しており、更に、移動に伴い

交通費等も発生しますので、難しい部分があると考えております。 

■阿部委員長 

 他に質問がないようですので、これで図書館管理運営事業の質疑応答を終わらせていただきます。

事業担当課の皆様、どうもありがとうございました。 

■阿部委員長 

それでは、引き続きまして、「サービスセンター等証明書受付交付事業」の事業概要等について、説

明をお願いします。 

□市民室 佐々木課長 

市民室、出張所担当佐々木より、「サービスセンター等証明書受付交付事業」につきまして、事業シ

ートに基づき、ご説明いたします。 
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 １.現行事業の内容等としまして、まず、事業の目的及び背景についてでございますが、本市では各

種証明書発行事業において、市民サービスの向上を図ることを目的として、各サービスセンター及び

和泉府中駅前証明発行コーナーを設置しております。 

 次に、事業の内容についてご説明いたします。 

 一つ目の白丸でございますが、市内にサービスセンター３箇所、証明発行コーナー１箇所を設置し、

各種証明書を交付しておりまして、それぞれの開庁時間等を記載しております。 

 二つ目の白丸でございますが、資料①として、「サービスセンター等の概要」を添付しております。

なお、添付資料につきましては、後ほどまとめてご説明させていただきます。 

 三つ目の白丸でございますが、資料②として、「証明書等交付取扱一覧・手数料一覧」を添付してお

ります。 

 四つ目の白丸でございますが、資料③として、「サービスセンター等証明書発行実績」を添付してお

ります。 

 五つ目の白丸でございますが、資料④として、「他市の同種施設の設置状況」を添付しております。 

 六つ目の白丸でございますが、資料⑤及び⑥として、平日開庁時間以外にも、本庁及び出張所にお

いて「月１回の日曜日開庁」、出張所においては「午後８時まで開庁時間の延長」を実施しており、さ

らに「コンビニ交付サービス」も実施しておりまして、その実績を添付しております。 

 次に参考として、平成 29年度各施設の証明書交付事務費、証明書 1枚あたりの事務費用を記載し

ております。なお、サービスセンター及び証明発行コーナーで発行される証明書が、コンビニ交付サ

ービスに移行した場合は、１枚あたりの事務費用は約 347 円程度となり、発行枚数が増えるほど 1

枚あたりの事務費用が安価となることを記載しております。 

 下段には、サービスセンター３箇所の、令和元年度予算額と平成 30 年度決算額を記載しておりま

して、裏面の上段には、証明発行コーナーの予算額と決算額を記載しております。 

 続きまして、2.見直し検討（案）についてでございます。 

 まず、見直し検討内容でございますが、市民へのマイナンバーカードの取得促進を図り、各種証明

書のコンビニ交付を推進するとともに、サービスセンター３箇所及び証明発行コーナー1 箇所を廃止

するものです。 

 次に見直し理由でございますが、時代潮流等としまして、平成 28年 4月からマイナンバーカード

により各種証明書の交付を受けることができる「コンビニ交付サービス」を開始し、市役所等の窓口

閉庁時間においてもコンビニエンスストア等市内 53 ヶ所で取得できるようになり、市民の利便性が

向上していることが一つの理由であります。交付手数料につきましても、住民票の場合、本庁等の窓

口では 1枚 300円であるのに対し、コンビニ交付では 1枚あたり 200円であり、100円安価に取

得することができます。 

 また、その他の見直し理由としまして、証明書受付交付事業につきましては、見直し対象としてい

る４施設平均で証明書 1 枚あたり約 1,000 円もの事務費用を要しており、厳しい財政状況の中、よ

り効率的な交付事務を行う必要がございます。 

 なお、先述しました、各施設の事務費用についてでございますが、コンビニ交付サービスについて

は、1 枚あたり 3,840 円の事務費用を要しておりますが、発行枚数にかかわらず固定費が約 1,200
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万円かかっておりまして、発行枚数が増加すれば、1 枚あたりの事務費用は減少するものでございま

す。仮にサービスセンター等で発行されている証明書が全てコンビニ交付へ移行した場合、1 枚あた

り約 347円の事務経費となるものでございます。 

 次に見直しによる効果でございますが、サービスセンター等の廃止により、維持管理費や人件費等

で年間 3,759万円の効果額となるものでございます。 

 次に見直しによる影響でございますが、コンビニ交付で取得できない証明書は、平成 30 年度の発

行実績で 2,562件、1日あたり 10件が本庁及び出張所での対応となります。 

 最後に、見直しによる代替策でございますが、サービスセンター等で交付していた各種証明書につ

いては、コンビニ交付サービス対象施設、本庁及び出張所で交付することとなります。また、コンビ

ニ交付の推進にあたっては、マイナンバーカード取得促進に努めるものでございます。 

 次に、添付資料を順にご説明させていただきます。 

資料①をご覧ください。 

各サービスセンター等の概要を記載しておりまして、①としまして、サービスセンター等の設置の

経緯を、②としまして、設置の理由をそれぞれ記載しております。 

裏面に続きますが、③としまして、サービスセンター等の位置図と、市内で活用できるコンビニ交

付の利用可能店舗を小さな黒丸で記しております。なお、下段に囲っておりますのは、サービスセン

ター等から１キロ以内にあるコンビニ交付可能店舗数を記載しております。 

次に④としまして、「サービスセンターにおける証明書発行業務の流れ」を記載しております。 

まず「市民」が①各サービスセンターに来所し、証明書の交付申請を行います。サービスセンター

には、北部 3 名、光明台 2 名、南部 2 名の職員が配置されており、市民からの申請書について、住

民票や戸籍等の証明書の場合はシティプラザ出張所へ、税関係証明の場合には本庁の税務室へそれぞ

れＦＡＸで送付します。シティプラザ出張所や本庁市民室、税務室の各職員が申請書を基に証明書を

作成し、サービスセンターへＦＡＸで証明書を送付します。それを受けたサービスセンターの職員は、

市民から手数料を受領し、証明書を交付します。 

 なお、和泉府中駅前証明発行コーナーにおいては、職員を２名配置しており、端末による証明発行

を行っております。ただし、各サービスセンター及び証明発行コーナーにつきましては、職員が休暇

の際には、本庁及びシティプラザ出張所の職員を派遣して対応している状況でございます。 

 このようなスキームで事務を行っておりますが、見直しにより、サービスセンター等の経費削減の

みならず、出張所及び本庁税務室の職員の事務も削減できる効果があります。 

 資料②をご覧ください。 

 証明書等交付取扱一覧・手数料一覧を記載しておりますが、左から順に、証明書の種類ごとに、①

本庁（市民室）、②出張所において、平日の日中の開庁時間、平日の時間延長、日曜日開庁でどのよう

な証明書が発行できるのか、また今回見直し対象の③各サービスセンター、④証明発行コーナーでの

証明書の取扱い、①～④の証明書交付手数料を記載しております。⑤としまして、コンビニ交付の取

得可能時間と各証明書の手数料を記載しておりまして、市内 53ヶ所で、本庁等の窓口よりも 100円

安価に取得することができることを記載しております。 

 資料③をご覧ください。 
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 サービスセンター等の証明書発行実績を記載してございます。上段の表は、サービスセンター３箇

所と証明発行コーナー1箇所の発行実績の合計を示すもので、１日あたり 105件の申請・交付がある

ものです。それ以下の表は、各施設での交付件数の表となっておりまして、１日当たりでは、北部サ

ービスセンターは 51 件、光明台サービスセンターは 24 件、南部サービスセンターは 16 件、証明

発行コーナーは 14件となっております。 

 資料④をご覧ください。 

他市の同種施設の設置状況を示しております。周辺自治体においてはサービスセンターを設置して

いない自治体が多く、河内長野市では、コンビニ交付への転換を図り、窓口センターを平成 29 年 3

月末で廃止しております。また、府内人口 10 万人から 20 万人の自治体の中でも、池田市では、コ

ンビニ交付への転換を図り、サービスコーナーを平成 29年 3月末に廃止しております。 

 資料⑤をご覧ください。 

 こちらは、参考として、本庁・シティプラザ出張所の全体の発行件数、裏面以降は日曜開庁と平日

の開庁時間延長での発行件数を示しております。 

 資料⑥をご覧ください。 

 こちらではコンビニ交付サービスの概要を示しております。①コンビ交付サービスの概要ですが、

本市では平成 28年 4月から開始いたしまして、マイナンバーカードを利用して、コンビニエンスス

トアのキオスク端末で証明書を取得することができるものでございます。 

 ②証明書の種類では、取得できる証明書の種類を記載しております。 

 ③発行手数料については、本庁・出張所、各サービスセンター窓口よりも 100 円安価に設定して

いるものでございます。 

 ④利用時間でございますが、住民票・戸籍関係は午前 8時から午後 10時まで、所得・課税証明書

は午前 6時 30分から午後 11時まで取得可能となっておりまして、時間や曜日を問わず、市民の生

活スタイルに合わせた取得が可能となっております。 

 ⑤コンビニ交付サービスの発行件数でございますが、コンビニ交付については、年々利用件数が増

加しているものでございます。 

 ⑥コンビニ交付に係る事務経費でございますが、概ね年間 1,200万円の固定費を要しておりますが、

サービスセンター等の発行件数がコンビニ交付に移行すれば、1 枚あたりの事務経費は大きく減少す

るものでございます。 

裏面をお願いします。 

⑦利用可能店舗の状況でございますが、コンビニ 52店舗、イオン 1店舗、計 53店舗がございま

す。 

また、最終ページの黒丸にも記載しておりますが、今後も拡充していく予定でございまして、今年

度中には、ドラックストアの株式会社ココカラファインヘルスケア、スーパーマーケットの山陽マル

ナカがそれぞれ利用可能店舗となる予定でございます。また、来年度には、コンビニエンスストアの

ポプラ、スーパーマーケットのオークワも利用可能店舗となる予定でございます。 

続きまして、資料⑦をご覧ください。 

上段の表は、見直し対象施設である 4施設の証明発行件数のうち、コンビニ交付で取得できない証
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明の発行件数を示しておりまして、平成 30年度 1日あたりに換算しますと 10件となります。なお、

そのうちほとんどが、軽自動車税の納税証明書でございまして、車検の際に事業者が必要となるもの

で、所有者が納税した際に既に交付済みとなっている為、基本的には再発行分でございます。 

また、下段の表は、コンビニ交付で取得できる証明の発行件数を示しておりまして、平成 30 年度

1 日あたりに換算しますと 95 件となります。このように、4 施設で発行している全証明書のうち 9

割がコンビニ交付で取得可能となっており、4施設の廃止による影響も少ないと考えられます。 

 続きまして、資料⑧をご覧ください。 

 マイナンバーカードの普及についての資料でございます。 

 ①本市のマイナンバーカードの交付率と交付件数でございますが、平成31年4月30日現在では、

交付率 11.3％、交付件数 21,102件でございます。 

 ②交付率向上に向けたこれまでの取組みでございますが、マイナンバーカード申請サポートの実施

やマイナンバーカード申請促進のパンフレットの配布を行っております。 

 ③今後の取り組みについてでございますが、本市としての取組みでは、本庁、出張所、各サービス

センター、証明発行コーナーの各窓口において、来庁者に対して、マイナンバーカードの普及につい

ての周知活動や市イベント等での周知、マイナンバーを利用した事業の検討を行っていく予定でござ

います。また、国としての取り組みでは、令和 4年度にほとんどの住民がマイナンバーカードを保有

することを目指しておりまして、まず、国家公務員や地方公務員については今年度中の取得を推進す

ることとしております。また、市町村ごとにマイナンバーカードの交付円滑化計画の策定の推進と定

期的なフォローアップを行い、必要な支援を実施するとしております。さらに、令和 3年 3月からマ

イナンバーカードの健康保険証としての利用を開始するなど、マイナンバーカードの利用促進にも注

力していく予定となっております。 

 これまで説明させていただきましたが、4 施設の廃止につきましては、一定期間、マイナンバーカ

ードの取得・利用促進を進めることが必要不可欠と考えておりまして、スムーズなコンビニ交付の利

用に繋げることが必要であると考えております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

■阿部委員長 

ありがとうございました。事業担当課からの説明が終わりましたので、質疑応答に移ります。本事

業につきまして、ご質問等はありませんか。 

■吉弘委員 

先ほど説明いただいた『資料①』の３頁ですが、３つのサービスセンターでは、市民からの申請を

受領した後に、出張所等との FAX によるやり取りを経て、市民へ交付するという手法をとっていて、

非常に手間のかかるやり方だと思いますが、なぜこのようなやり取りをしているのでしょうか。 

□市民室 池内室長 

サービスセンターについては、週３日又は週４日勤務の職員を配置していることから、職員を常に

複数配置することが出来ない状況でございます。証明書の誤交付を避けるため、本庁等において発行

を行った上でＦＡＸ送信することにより、本庁とサービスセンターの職員の複数チェックを実現して

いるものです。 
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■吉弘委員 

多重チェックが必要であるため、サービスセンターの証明書発行業務に手間がかかってしまうこと

は理解できたが、そこまで人と費用をかけてサービスセンターで証明発行業務を行う必要性について

担当課としてどのように考えているのでしょうか。 

□市民室 池内室長 

申請者について、同姓同名の方がおられる場合や生年月日が同じ場合など、誤交付が生じる可能性

があるため、証明書の発行については、慎重を期する必要があります。このことから、和泉府中駅前

発行コーナーについても、職員の休暇や休憩により職員が１名となる場合は、本庁から職員を派遣し

て２名以上でのチェックが可能な体制にしております。サービスセンターについても、多重チェック

は必要と考えておりますので、現行の手法をとらざるを得ないと考えています。 

■吉弘委員 

マイナンバーカードを活用した自動交付機による証明発行に移行する場合は、当然、本人の証明書

しか発行できないため、多重チェックが必要なくなるし、職員の応援など余計な事務がなくなること

で、簡便化が図られるという理解でよいでしょうか。 

□市民室 池内室長 

委員が仰るとおりでございまして、コンビニ交付に移行すれば、市民にとってより身近なコンビニ

で証明書が取得できるため、サービスセンターでの業務は必要がなくなり、人員の配置も必要がなく

なります。また、本庁やシティプラザ出張所の混雑も緩和されると考えています。 

■吉弘委員 

マイナンバーカードさえあれば、市民と行政の双方にとって、メリットがあるということで理解い

たしました。 

■阿部委員長 

手書きの申請書をサービスセンターでチェックして、ＦＡＸで送信し、本庁等では申請書と発行し

た証明書をチェックして、さらにサービスセンターで返信された証明書と申請書でチェックを行って

いるという、ある意味古典的で手間の多い手法が、マイナンバーカードを活用すれば、解消されると

いうことですね。 

□市民室 池内室長 

そのとおりでございまして、コンビニ交付は自分で機器を操作し、自分の分しか証明書を発行でき

ないため、チェックの必要がございません。また、機器の操作も簡単です。 

■山下委員 

資料⑧に、マイナンバーカードの交付率が 11.3％と記載があり、交付率は年々増加していると思う

が、これまでの交付率の推移はいかがでしょうか。 

□市民室 池内室長 

マイナンバーカードの交付が始まったのは、平成２８年１月からでございまして、平成２８年３月

末時点では、4,708 件で 2.53％、平成２９年３月末時点では、14,628 件で 7.86％、平成３０年

３月末時点では、17,958件で 9.64％、平成３１年３月末時点では、20,829件で 11.19％となっ

ております。 
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■山下委員 

コンビニ交付の推進には、マイナンバーカードの普及が必須であることから、資料⑧に記載のよう

に取り組まれていますが、限定的な取組みではなく、経常的に行っている取組みは何かあるのでしょ

うか。 

□市民室 池内室長 

経常的な取り組みとしては、ホームページや広報いずみへの啓発記事の掲載、窓口へのチラシの配

架などを行っております。限定的な取組みとしましては、先ほども少し説明しましたが、税務署等と

連携して、市民室待合室や税務申告の会場においてマイナンバーカード交付申請支援のための写真撮

影を行ったほか、成人式の際に、チラシを配布いたしました。 

■山下委員 

今のご説明ですと、あまり積極的に普及・啓発に取り組んできたとは言えないように思います。本

当にマイナンバーカードを普及させたいのであれば、もっと様々な取組みを進めるべきかと思います

が、いかがでしょうか。 

□市民室 池内室長 

具体的な交付率の数値目標は設定していませんが、今年６月２１日に閣議決定されました「経済財

政運営と改革の基本方針２０１９」では、２０２２年度中に、ほとんどの住民がマイナンバーカード

を保有していることを想定して、マイナンバーの利活用を図るとされております。これを踏まえて、

市民室としても、更なる啓発を実施するとともに、マイナンバーカードの申請を支援するための施策

を実施してまいりたいと考えています。 

■真嶋副委員長 

マイナンバーカード交付の数値目標を持っていないとのことですが、マイナンバーカードの取得率

向上がコンビニ交付に移行するための、重大な要素になると思います。サービスセンターを廃止する

時期やそれに伴う見直し効果額の算定等も、取得率を踏まえる必要があるかと考えますが、例えば、

今年度末の目標値等も設定していないのでしょうか。 

□市民室 池内室長 

現時点では、今年度末の数値目標も設定しておりません。本市では、サービスセンターを設置して

いることに加え、日曜日開庁や時間外発行サービスを実施しているため、マイナンバーカードを取得

しなくても証明書の交付を受けることができる環境にあることも、マイナンバーカードが普及しない

要因であると考えております。 

また、現在は、税の電子申告や証明書のコンビニ交付などマイナンバーカードを活用する場が限ら

れておりますが、今後、健康保険証としての利用など、カード普及のための活用方法の拡大が予定さ

れています。国の施策に合わせた取組みを行うことで、マイナンバーカードの普及を推進していきた

いと考えております。 

■真嶋副委員長 

これまでも、税務署と連携して、マイナンバーカードの申請サポートを２回行い、７日間で約２０

０名程度の申請を得た実績があります。市の他のイベントでも申請サポートを実施するなど、このよ

うな取組みを地道に続けることが重要であると考えます。イベントの規模と、これまでの実績から申
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請件数を見込むことも可能だと思いますので、しっかりと計画を立て、目標値を設定した上で、取り

組んでいただきたいと考えます。また、サービスセンターが廃止されれば、マイナンバーカードの取

得が推進されるとのことですが、マイナンバーカードの取得率を向上させるため、積極的な啓発を実

施していただきたいと思います。 

■阿部委員長 

見直し検討内容には、市民へのマイナンバーカード取得促進を図り、コンビニ交付を推進するとと

もに、サービスセンターを廃止すると記載があります。「ともに」という表現が極めて曖昧であると思

います。マイナンバーカードの取得率が一定の数値を達成した場合に、廃止するという考え方である

のか、サービスセンターを廃止することで、マイナンバーカードの取得を推進するという考え方であ

るのか、市のスタンスをもう少し明確にすることは、できないでしょうか。 

□市民室 池内室長 

現在の取得率が 11％と低調であるため、このままでは廃止することが難しいと考えておりますが、

市としては、取得率が一定の数値を達成してから、廃止するということではなく、廃止の時期を先に

決定し、それに向けて、マイナンバーカードの取得を推進する考えでございます。 

■阿部委員長 

先に期限を設けて、市民に対して呼びかけを行うという考え方であると理解しました。 

■川口委員 

サービスセンターがマイナンバーカードの取得促進を阻害している一面もあるため、マイナンバー

カードの交付率に関わらず、先に期限を設定してサービスセンターを廃止するという考え方であるこ

とはわかりましたが、それはいつ頃を想定しているのでしょうか。 

□市民室 池内室長 

現時点で想定しておりますのは、令和３年度末を持って廃止できればと考えております。それまで

の間に、マイナンバーカードの普及・啓発や申請サポートに取り組み、マイナンバーカードの取得を

推進する予定です。 

■阿部委員長 

かなり長い周知期間を置くということですね。 

□市民室 池内室長 

現状のマイナンバーカードの取得率を勘案しますと、できるだけ早い段階で周知を行い、マイナン

バーカードの取得を推進する必要があると考えております。 

■吉弘委員 

北部地域や中部地域には、コンビニ等が多く集積しておりますので、店舗がなくなってしまうよう

な心配は無いと思いますが、南部地域には店舗が少なく、現在も、槇尾中学校近くのファミリーマー

トは改装中です。民間事業者は、経営が悪化すれば、店舗を廃止するため、市民がサービスを受ける

ことができなくならないような対策が必要だと思います。例えば、南部リージョンセンターに自動交

付機を設置することや、岸和田市などと連携して、南部地域に共有の自動交付機を設置するなど、費

用を抑える方法も考えられますが、何か検討していることなどはあるのでしょうか。 
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□市民室 池内室長 

槇尾中学校近くのファミリーマートについては、１１月頃に営業が再開されると聞いております。

現時点では、少ないながらも店舗があるため、それを前提に検討していく予定でございますので、岸

和田市などとの連携は、考えてございません。ただし、実際に、コンビニ交付を実施する店舗が無く

なった場合などについては、市として対応を検討する必要があることは認識しております。 

■阿部委員長 

自動交付機を公共施設に設置することは、特段の問題が無いと思いますので、必要性が生じた場合

は、対応いただきたいと思います。もう１点確認ですが、郵送請求については、継続していくのでし

ょうか。 

□市民室 池内室長 

郵送請求については、継続していく予定です。 

■阿部委員長 

他に質問がないようですので、これで、サービスセンター等証明書受付交付事業の質疑応答を終わ

らせていただきます。担当課の皆様、どうもご苦労様でした。 

これをもちまして、本日の予定は終了となります。第１回目で事務局から説明があったとおり、第

３回で残り１事業の事業説明・質疑を行った上で、第３回で４事業まとめて、委員皆さまの評価をい

ただきたいと思いますので、委員皆さまにおかれましては、引き続きご協力のほど、よろしくお願い

いたします。 

最後に、次第の３「その他」でございますが、何かご意見、ご質問等ございませんでしょうか。 

もし、評価するにあたり必要なデータや資料がありましたら、可能な限り事務局のほうで対応いた

だきますので、後日でも結構ですので、申し出てください。 

 他に事務局から、連絡事項等はございますか。 

□司会者 

 本日は、長時間に渡りまして、本当にありがとうございました。 

 本日の会議録につきましては、案を作成し、委員の皆様にご確認いただいた上で、確定したいと存

じます。その際は、メール等でご連絡を差し上げたいと存じます。 

 次回の和泉市外部評価委員会は、８月２０日 火曜日、午後１時から、同じ会場で開催させていただ

きます。お忙しいところ恐縮でございますが、ご出席賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 連絡事項は以上でございます。 

■阿部委員長 

それでは、これにて、第２回和泉市外部評価委員会を終了いたします。長時間に渡り誠にありがと

うございました。次回もよろしくお願いいたします。 

 


